
令和５年度 神奈川県幹部職員（任期付職員）への民間人材の採用 

選考のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

１ 募集分野、職、人数、勤務先及び任期（分野、勤務先については一部変更となる場合があります） 

分野 職 人数 勤務先 任期 

観光分野（かなが

わＤＭＯ等との

地域連携支援） 

担当課長 

（任期付） 
１名 

国際文化観光局観光課 

（横浜市中区日本大通１） 

令和６年４月 １日から 

令和９年３月 31 日まで 

 

２ 業務内容 （業務内容については一部変更となる場合があります） 

⑴ 「かながわＤＭＯ及び地域の多様な関係者との連携構築支援・強化」 

令和５年３月に地域連携ＤＭＯ（※）として登録された「かながわＤＭＯ」（公益社団法人神奈川

県観光協会）及び地域の多様な関係者と協働しながら、「稼ぐ観光地域づくり」に向けた連携構築の

支援・強化を図る。 

（※）ＤＭＯ（Destination Management/Marketing Organization）…「観光地域づくり法人」 

 

⑵ 「国際園芸博覧会の開催を契機とした国内外観光客の誘客促進」 

  令和９年３月、横浜市内で開催される国際園芸博覧会は、国内外から多くの人々の来訪が見込ま

れている。この機会をとらえて観光客の県内周遊と観光消費を促すために、多様な関係者との連携

を強化し、効果的な観光プロモーションを展開する。 

 

３ 求められる資質 

・ ＤＭＯの支援に関わることから、観光データやマーケティング分析に基づき、観光客や多様な

関係者の目線からの観光施策の企画・立案能力を有すること。 

・ 観光関連事業者との人脈や、民間事業者とのネットワークを有し、かつ、観光関連事業者等に対

して高度な調整能力を有すること。 

・ 本県の観光資源や特性を熟知しており、国内外における多様な旅行のニーズや、インバウンド

面で市場ごとの生活習慣や風習をはじめ海外の諸事情に精通するとともに、国や他都道府県、

ＪＮＴＯ等の取組事例にも明るいこと。 

・ 行政に求められる公平性にも留意した適切なバランス感覚を有すること。 

・ 各地のＤＭＯにおけるＣＭＯ（Chief Marketing Officer マーケティング責任者）や執行責任

者等の経験者が望ましい。 

 

４ 応募資格 

⑴  ＤＭＯ、民間企業等において、観光資源の開発、広報宣伝、観光事業のプロモーション等の業

務のいずれかの実務経験を通算して５年以上有するとともに、管理職、マネージャー又は役員

として組織をマネジメントした経験を有すること。 

※ 外国籍の人も受験できます（日本語で日常会話ができることが必要です。）。ただし、就職が

制限されている在留資格の方は採用されません。 

※ 「ＤＭＯ、民間企業等」は、法人格を有する必要があり、「実務経験」には、フルタイム勤務

の社員・職員として６か月以上勤続して就業していた期間が該当し、パートタイマーとしての

職務経験は含めません。 

神奈川県では、専門的な知識・技術や、民間企業等での豊富な実務・マネジメント経験等を有す

る方に、行政分野でその能力を発揮していただくため、次のとおり幹部職員の募集を行います。 

 本県が直面する行政課題に対し、新たな発想に基づき積極的に取り組んでいただける方のご応募

をお待ちしております。 



※ 月初から月末までを１か月と換算し、１か月未満の端数は、その端数を合算して、30 日をも

って１か月と換算します。さらに１か月未満の端数が生じたときは、これを１か月とみなしま

す。 

※ 最終合格発表後、職務経験期間を確認するために職務経歴証明書を提出していただきますが、

これにより受験資格を満たしていることが証明できないと判断された場合は、採用されません。 

 

（2） 次のいずれかに該当する方は、受験できません。 

ア 禁錮（こ）以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

イ 神奈川県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

エ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因と

するものを除く） 

 

５ 応募手続 

 電子申請でお申し込みください。 

申込方法 

１ 「令和５年度 神奈川県幹部職員（任期付職員）への民間人材の採用選考のお知

らせ」ページから、「職務経歴・実績書（１）・（２）（Excel ファイル）」、及び「応

募論文ファイル（Word ファイル）」をダウンロードし、必要事項を入力してくだ

さい。 

ＵＲＬ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/y3v/saiyo/saiyo.html 

２ 同ホームページから、e-kanagawa 電子申請システムに接続し、利用者情報を

登録してください。 

その後、登録した ID を利用して e-kanagawa 電子申請システムにログイン

し、１で作成した職務経歴・実績書（１）・（２）ファイル、応募論文ファイル、

最終学歴の卒業（修了）証明書の写し等を登録し、受験申込みを行ってください。  

３ e-kanagawa 電子申請システムで、必ず申込内容の照会を行い、申込みが行わ

れていることを確認してください。申込みが確認できなかった場合は、すみやか

に神奈川県国際文化観光局総務室総務経理グループまで御連絡ください。  

※ 詳しくは、神奈川県職員採用ホームページ（電子申請による申込み）を御覧くだ

さい。 

ＵＲＬ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/s6d/senkou/entry.html 

申込期間 

令和５年 10 月 26 日（木）14 時から令和５年 12 月 11 日（月）17 時まで 

〇 電子申請申込受付期間中に正常に受信したものを有効とします。  

〇 受験申込期限直前は、システムが混み合うおそれがあるため、余裕を持って申

し込んでください。  

〇 システム機器の保守点検等により、電子申請申込受付期間中にシステムを停止

する場合がありますので、御注意ください。使用されるパソコンや通信回線上の

障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。 

添付書類 

○ 顔写真データ（申込日前６か月以内に撮影した写真（縦横比４：３、上半身・脱

帽・正面向きの本人であることを確認できるもの）） 

○ 職務経歴・実績書（１）（２）  

・ 学歴欄は、中学校以後から最終学歴までを記載してください。なお、すべての学歴

を記載できない場合には、最終学歴を一番下の段に記入し、記載できる範囲でさかの

ぼって記載してください。  

・ 職歴欄は、古い順に記載してください。勤務先が同一でも、職務内容が違う場合に

は、段を変えて記載してください。また、今までの職歴をすべて記載できない場合に

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/y3v/saiyo/saiyo.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/s6d/senkou/entry.html


は、別紙で添付してください。  

・ 職務実績は、御自由にお書きください。 

・ 備考欄には、保有する学位、資格、特許等がある場合には記載してください。 

・ なるべく職務経歴・実績書内に納まるように記載してください。ただし、各項目に

ついて様式内に記入できない場合には、別紙に記載し、それを添付していただいても

かまいません。  

○ 職務実績の分かる資料等がある場合はその写し 

○ 応募論文（2,000 字以内）※テーマは「６」参照 

・ 所定の答案用紙に入力してください。 

・ 答案用紙の Word ファイルの書式設定を変更しないでください。 

・ 作成は本人のみで行ってください。添削を含めて本人以外の者が作成に関わっ  

ていることが判明した場合は、その後の選考を受験できません。合格している場

合は、合格を取り消します。 

○ 最終学歴の卒業（修了）証明書の写し ※第二次選考時には原本が必要です。 

○ 業務内容に関連する資格がある場合は、免許証、合格証書等の写し 

申込み上

の注意 

〇 すべて日本語で記載してください。 

〇 虚偽の記載があると、合格しても採用されないことがあります（最終合格決定

後、記載内容を企業等に確認する場合があります。） 

 

６ 応募論文のテーマ 

「神奈川県における「稼ぐ観光地域づくり」に向けた、ＤＭＯをはじめとした多様な関係者との

連携構築のあり方について」 

 

７ 選考方法及び合格発表 
 

区   分 内    容 合格発表 

第一次 

選考 
書類審査 

職務経歴・実績書及び応募論文等の内容に

基づき、適性等を審査します。 

令和５年 12 月下旬 

合否にかかわらず、文書で

通知します。 

第二次 

選考 

口頭試問 
必要な専門知識、職務遂行能力、当該業務

に対する適格性等について審査します。 
令和６年１月下旬 

合否にかかわらず、文書で

通知します。 面 接 
人物・性向及び管理職として必要な能力・

意欲等について審査します。 

※  第二次選考は、書類審査に合格された方に対して実施します。 

 

８ 第二次選考の時期 
 

区   分 予   定 場   所 

第二次選考 令和６年１月 13 日（土） 横浜市内 

※  集合時間及び場所については、第一次選考の合格者に文書で通知します。 

 

９ 選考結果の通知 

区分 対象者 通知内容 通知方法 

第一次選考 不 合 格 者 順位、総合得点、種目別得点

及び合格最低基準に満たなか

った種目 

選考結果の「通知書」に掲載します。

（電子申請の返信文書又は郵送） 

第二次選考 受験者全員 



 

10 勤務条件（令和５年４月１日時点） 

 ○「任期付職員の採用等に関する条例」の規定に基づき、決定します。 

特定任期付職員に適用される給料表 ４号給 533,300 円 

このほか、通勤手当、期末手当等の諸手当がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。なお、

扶養手当、住居手当については、規定により支給されません。  

※ このほかに、給料月額の 12.09％相当の地域手当が支給されます。 

※ 給与改定等があった場合は、その定めるところによります。 

〇 受動喫煙防止措置として、採用後の就業場所は、敷地内禁煙（一部施設においては、屋外に喫  

煙場所設置）としています。 

〇 勤務時間、休暇、服務、分限等については、任期の定めのない一般職員と同じです。 

〇 任期中は、原則として営利企業等への従事は認められませんので、採用期日までに退職、役員退

任等の手続を終了する必要があります。 

 

11 問合せ先 

 ○ 選考手続・業務内容に関する問合せ先 

神奈川県国際文化観光局総務室 総務経理グループ 

     〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 

      電話（045）285-0904 

 FAX （045）210-8951 

     

 ○ 採用全般、制度等についての問合せ先 

    神奈川県総務局組織人材部人事課 人材育成グループ 

      電話（045）210-2168 

FAX （045）210-8803 


